
  5 月 19 日（月曜日）に、朝和公民館大会議室で、今年度最初の

高齢者学級が行われました。 

 学習会の前に行われた開講式では、校区長寿会会長の高西学級長

が「キョウヨウ（今日用がある）とキョウイク（今日行くところが

ある）が大切です」とあいさつされました。引き続き行われた講演

は、スギ薬局天理店 薬剤師 森部聖士様 

による「おくすりのおはなし」があり、く 

すりの種類からくすりの飲み方、くすりの 

飲み合わせなどに関する様々な知識とお薬 

手帳や飲み忘れてしまった薬の活用方法な 

どについてのお話がありました。参加され 

た学級生は、誰もが熱心に聞き入っておら 

れる様子でした。 

 

 

 

 

 

 

令和７年度朝和校区生涯学習推進員が委嘱されました 
住民の自主的な生涯学習の推進と支援を目的として、朝和校区生涯学習推進員が選出され、天理市

教育委員会から４月１日付で委嘱状が交付されました。 

生涯学習推進員の委嘱を受けられた皆様には、校区の生涯学習の推進及び朝和公民館活動の活性

化にご尽力いただきます。校区の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

令和７年度朝和校区生涯学習推進員 

町  名 氏  名 町  名 氏  名 町  名 氏  名 

佐保庄町 竹野 一博 三昧田町 松田  仁 福知堂町 大東 浩 

永原町 日野 冨美子 長柄町 飯田 隆造 長柄町 森 佳之 

西長柄町 谷口 久和 西長柄町 山田 一弘 兵庫町 川畑 信雄 

新泉町 森岡 宏 新泉町新町 赤堀 幸司郎 岸田町 長岡 成嘉 

中山町 中西 稔人 成願寺町 辻村 光浩 成願寺町南新町 岡本 廣子 

萱生町 西村 和久 竹之内町 岡井 節子 乙木町 山本 義廣 

乙木住宅 木岡 高司 園原町 中島 伸夫   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あさわ 通信 
第 295号 令和 7年 6 月発行 

天理市立朝和公民館 

天理市三昧田町 460-3 

Tel＆Fax：0743-66-0001 

 

 

 

令和７年度 第 1回朝和公民館高齢者学級を開催 

 

※朝和公民館公式インスタグラム※ 

朝和公民館の活動の様子や地域の情報を配信しています 

スマートフォンで QR コードを読み込んでご覧ください 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

└ ６月の朝和公民館 高齢者学級は └ 

『人形劇ともしび』の皆さんによる地域伝承の昔話を題材にした公演です 
 
 
❖日 時：６月１６日（月曜日）１３時３０分～ 
❖会 場：朝和公民館 大会議室 
❖講 師：人形劇ともしびの皆さん 
❖申込み：朝和公民館窓口または電話(0743-66-0001)でお申し込みください 

＊船渡のお地蔵さん  ＊雷の落ちない村 
など 

 

 

 

 

 

 
 

１．日 時   令和７年 ６月１３日（金） 

        午前９時３０分～１０時３０分 

２．場 所   朝和幼稚園  預かり保育室 

３．内 容   ○いろいろな遊具で遊ぼう 

        ○体を動かして遊ぼう 

        ○６月生まれのお友達をお祝いしよう 

４．その他   ・駐車場がありませんので、車での来園

はご遠慮ください。 

        ・親子共に上履きをご持参ください。 

        ・水分補給については、各自でご準備 

         ください。 

        ・発熱等の症状がある場合は来園を控 

えてください。 

        ・お互いに怪我や事故のないように十 

分気をつけましょう。 

        ・午前７時現在、天理市に警報が発令 

中の場合は臨時休園となります。 

（問い合わせ） 朝和幼稚園  TEL ６７－０００３ 

 ※状況により中止になる場合があります。わからない 

事はお問合せください。 

 

 

就園までの乳幼児の皆さんが幼稚園で遊び、お家の方

と一緒に楽しく過ごす中で、幼稚園に親しみをもってい

ただけるよう計画し、実施しております。 

 ６月はつぎのとおりですので、是非ご参加ください。 

 

 

日  時 内  容 

6月１３日(金曜日) 
フラダンス 

山本 眞美先生 

7月１１日(金曜日) 
作品作り 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ もちの木会 

 

開催時間：午前 10時～11時 

【会場：朝和公民館 電話：66-0001】 

❖ おおむね 65歳以上の方ならどなたでもご参加 

いただけます。事前申し込みも不要です。 

～ かさは「忘れず持ちカエル」です！ ～ 

 

 

この時期、傘のお忘れ物が増
えています。お忘れ物の傘は、公
民館でお預かりしていますが、６
か月間取りに来られない場合は、
こちらで処分させていただきます
のでご了承ください。 

 

▽▲▽ 訂正とお詫び ▽▲▽  
 令和 7 年 5 月発行の通信あさわに  

第 293 号と付番しましたが、正しく  
は第 294 号でした。訂正して、お詫   

びいたします。 

 

 

自転車に乗る時も、ルールを守って安全運転を！！ 
 ５月は「自転車安全利用推進月間」でした。ここで自転車安全利用のルールについて見直しておきましょう。 

 

＜自転車安全運転五則＞ 

〇車道が原則、左側通行。歩道は例外、歩行者を優先 

〇交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

〇夜間はライトを点灯  〇飲酒運転は禁止  〇ヘルメットを着用      

  

これら以外にも、並走、２人乗り、過積載、傘を持ちながらの運転、スマホを操作しながらの運転、イヤホン

で音楽を聴きながらの運転などは大変危険ですからやめましょう。 

 

 


